
2013年 JAF四国ジムカーナ選手権 第 5戦 

2013年 JMRC全国オールスター選抜ジムカーナ 第 5戦 

2013 OWL 2013 OWL 2013 OWL 2013 OWL ほのぼのほのぼのほのぼのほのぼのジムカーナジムカーナジムカーナジムカーナ    

    特特特特    別別別別    規規規規    則則則則    書書書書        

公示公示公示公示    

 本競技会は、日本自動車連盟（以下 JAF）の公認のもと FIA の国際モータースポーツ競技規則及び同付

則に準拠した JAF国内競技規則及び同付則、2013年日本ジムカーナ選手権規定、2013年 JMRC四国ジム

カーナ競技共通規定ならびに本競技会特別規則書に従って開催される。 

 

第第第第 1111条条条条    競技会競技会競技会競技会のののの名称名称名称名称        2013 OWLほのぼのジムカーナ 

第第第第 2222条条条条    競技種目競技種目競技種目競技種目・・・・格式格式格式格式    ジムカーナ JAF公認準国内競技 公認番号［2013年     ］ 

第第第第 3333条条条条    開催日開催日開催日開催日     2013年 6月 23日（日） 

第第第第 4444条条条条    開催場所開催場所開催場所開催場所    名称 ： 徳島カートランド 

            所在地： 徳島県吉野川市美郷毛無 20-1（TEL：0883-43-2143） 

第第第第 5555条条条条    オーガナイザーオーガナイザーオーガナイザーオーガナイザー    名称 ： モータースポーツアウル（OWL） 代表者： 藤沢 繁美 

            所在地： 香川県高松市宮脇町 1丁目 8-26（TEL・FAX：087-831-5789） 

第第第第 6666条条条条    大会役員大会役員大会役員大会役員                大会会長  藤沢 逸郎  審査委員長  佐藤 忍（TEC） 

            組織委員長 山地 潤也  組織委員   宮脇 良平  藤沢 隆志    

第第第第 7777条条条条    競技役員競技役員競技役員競技役員    競技長   藤沢 繁美  コース委員長 藤沢 隆志 

 技術委員長 和田 善明  計時委員長  八木 利憲 

            救急委員長 藤沢 隆志  事務局長   藤沢 繁美 

第第第第 8888条条条条    参加申込及参加申込及参加申込及参加申込及びびびび参加費用参加費用参加費用参加費用    

 1）参加申込場所及び問合せ先（大会事務局） 上記オーガナイザーに同じ 

 2）参加受付期間  2013年 6月 1日（土）～ 2013年 6月 15日（土）必着 

 3）参加料  地方選手権部門：12,000円   クローズド部門： 7,000円 

 4）参加台数  全クラス合計 100台までとする 

第第第第 9999条条条条    開催開催開催開催タイムスケジュールタイムスケジュールタイムスケジュールタイムスケジュール    

  ゲートオープン 7：00～   受付      7：30～ 8：30 

  公式車検    7：40～ 9：00 コースオープン 7：40～ 9：00 

  ブリーフィング 9：15～ 9：30 出走      9：40～  

第第第第 11110000条条条条    参加車両参加車両参加車両参加車両・・・・クラスクラスクラスクラス区分区分区分区分    

地方選手権 JMRC四国ジムカーナ競技会共通規定に合致した車両 

NSⅠ, NSⅡ, NSⅢ,CD,RⅠ, RⅡ, RⅢ, RⅣ 

クローズド 2013年 JAF国内競技車両規則スピード車両規定に合致した車両（クラス区分なし） 

第第第第 11111111条条条条    競技運転者競技運転者競技運転者競技運転者    

すべての競技参加者は、当該年度有効な見舞金制度への加入が確認できること。 

※未加入の競技運転者は、当日参加受付時に JMRC四国スポーツ安全保険への加入を義務付ける。 

ただしスポーツ安全保険は加入当日のイベントは担保できないため、旧 JMRC四国共済制度を適用し、

後日スポーツ安全保険の加入証が発行される。 

第第第第 12121212条条条条    そのそのそのその他他他他    

 1）本規則書に記載されてない事項については、JAF国内競技規則及び 2013年 JMRC四国ジムカーナ競技

会共通規定に準拠する。また、競技運営に関する規則及び掲示は公式通知によって示される。 

 2）本規則発行後、JAFにおいて決定され公示された事項は、全ての規則に優先する。 

 3）本規則は本競技会に適用されるもので、参加受付と同時に有効となる。本規則及び競技に関する諸規則

の解釈に疑義が生じた場合は、本競技会審査委員会の決定を最終とする。 

 

以上 


